
南砺市単独土地改良事業の事務手続きについて 

 

●補助金の交付要件 

 対象事業  農業用施設（農道、用排水路）、災害復旧 

 

 採択基準  次の条件をすべて満たすこと 

・事業費３０万円以上（災害復旧は２０万円以上） 

・受益面積０．５ha 以上 

・受益者２戸以上 

 

 補 助 金  補助率は事業費の４０％以内（千円未満切り捨て） 

※市山間過疎地域振興条例該当地区は補助率５０％以内 

該当地域の内、世帯数１０戸未満の地域は６０％以内（災害復旧除く） 

       ※限られた予算の中で多くの地区で事業を実施していただけるよう、

原則として事業費の上限額を１２０万円としています。 

（災害復旧は補助限度額２０万円） 

 
補助率 

補助金の上限額 

農道、用排水路 災害復旧 

通  常 ４０％ ４８万円 

２０万円 山間過疎 ５０％ ６０万円 

 １０戸未満 ６０％ ８４万円 

 

●事務の流れ及び留意いただきたいこと 

１．補助金の申請  

次の書類を提出してください。 

１．南砺市単独土地改良事業補助金等交付申請書 

２．位置図 

３．受益地（面積）を示した図面 

４．現況写真 

５．設計図面 

６．見積書（３社から徴収してください） 

 

上記に追加して、 

※災害復旧を申請される場合 

７．土地改良事業採択要望書 

 

※補助金振込先口座が南砺市役所に登録されていない場合  

８．振込口座登録依頼書 

９．登録する金融機関の通帳のコピー 

（金融機関の店舗名、口座番号、口座名義人が記載されている部分のみ） 



 

２．補助金の交付決定   

市は申請内容が適切であると確認した後、交付決定通知書を発行します。 

交付決定内容を確認してから事業に着手（工事契約等）してください。 

 

※交付決定日より前に無断で着手すると補助対象外となる場合がありますので、

事前にご相談ください。 

 

３．事業の内容（金額）を変更（中止）したい場合 ※まず市役所へ連絡！ 

次の書類を提出してください。 

１．南砺市単独土地改良事業補助金等（変更・廃止）承認申請書 

  

市は申請内容が適切であると確認した後、変更（廃止）交付決定通知書を発行

しますので、変更交付決定の後、事業を変更（廃止）してください。 

 

※事業費の増減がある場合は、変更が分かった時点で早急にご連絡下さい。 

ただし、原則として補助金の増額はありませんのでご理解ください。 

 

４．実績報告  

事業が完了したら次の書類を提出してください。 

※「事業の完了」とは、工事等が完成し、請負代金等、「事業に関する全ての支出

が完了」したことを指します。 

 

１．南砺市単独土地改良事業実績報告書 

２．工事費等請求書の写し 

３．工事費等の支出を証明する書類の写し 

（施工業者の領収書、金融機関の振込受付書等） 

４．完成写真（着手前・施行中・完成後の写真） 

５．完成図（工事出来形管理図等、事業成果の概要、寸法等がわかるもの） 

６．補助金請求書 

 

５．補助金の確定  

市は実績報告書をもとに検査し、事業が適切に実施されたことを確認した後、 

補助金確定通知書を発行します。 

 

６．補助金の支払い  

補助金額が確定した後、補助金を指定口座に振込みます。 

※請求書には申請者の押印が必要です。 

 

 

担当 南砺市役所 森林・農地整備課 農林整備係 

電話 0763-23-2017 


